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平成27年知立市議会６月定例会市民福祉委員会 
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――――――――――――――――――――――― 

開会 午前9時57分 

○稲垣委員長 

 定足数に達していますので、ただいまから市民

福祉委員会を開会します。 

○保険健康部長 

 ６月11日の質疑の際の池田滋彦議員の子宮頸が

ん予防ワクチンの質問の中で、期間は、どのぐら

いの期間を目安とするかという質問に対して、平

成31年３月31日までとお答えしましたが、平成30

年３月31日までの誤りでしたので、訂正しておわ

びを申し上げます。申しわけありませんでした。 

○稲垣委員長 

 本委員会に付託されました案件は１件、すなわ

ち議案第38号です。議案第38号 知立市介護保険

条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

○高木委員 

 この議案第38号 知立市介護保険条例の一部を

改正する条例についてですけれども、３月議会の

ときに、知立市の保険料の改正ということで資料

をいただいております。そのときに、既に今回の

0.45の軽減額についてはお示しされていまして、

括弧書きで、条例に出されました２万2,900円と

いう数字も出ております。 

 今回、このようにされた理由で、質疑のときに

もありましたけれども、まずこれは国の法令とい

うか、介護保険のほうでは0.45ということで、既

にもうそんなふうに出ておりましたが、知立市は

あえて0.50ということにされているようですけど

も、その辺の理由をお聞かせください。 

○長寿介護課長 

 法律のほうでは、具体的な率が出ておりません

でした。率が出ましたのは、４月10日に政令のほ

うが出まして、そちらのほうで0.05の引き下げと

いうことで、政令で定められていないということ

もあり、ちょっとおくらせて今回にさせていただ

いたという事情があります。 

○高木委員 

 きょう、この資料が出たんですけれども、この

資料ですけれども、少し説明をしていただくこと

はできますでしょうか。 

○長寿介護課長 

 それでは、資料について御説明のほうをさせて

いただきます。 

 まず、表の一番左端をごらんください。 

 知立市の第６期の保険料基準額、年額５万

1,000円となっております。その隣の所得段階で

すが、知立市の第６期の計画では、所得段階を12

段階としております。そのうちの第３段階までが

市民税非課税世帯で、第６期に実施される軽減措

置の対象者ということになります。そのうちの第

１段階の方、対象者といたしましては、生活保護

の方、本人年金収入80万円以下の方等になります

が、第１段階の方には、基準額の0.5を納めてい

ただくということになっておりましたので、５万

1,000円掛ける0.5で２万5,500円を年額で納めて

いただくこととなっておりますが、今回、条例改

正をお認めいただきますと、0.5から0.05を減し

た0.45を納めていただくことになりますので、５

万1,000円掛ける0.45で２万2,950円となります。

この50円は切り捨てさせていただきまして、２万

2,900円が今回、第１段階の保険料となります。

これが今回、条例第３条第２項として追加させて

いただいた内容です。 

 第１段階の保険料を２万2,900円と改定いたし

ますと、２万5,500円と２万2,900円との差額が

2,600円発生いたします。第１段階の人数が平成

27年度においては1,631人を予定しておりますの

で、2,600円掛ける1,631人で424万600円が平成27

年度の軽減による影響額となります。この全額を

一旦、一般会計から繰り入れいたしますが、この

２分の１を国が負担し、４分の１を県が負担しま

す。残り４分の１を市が負担いたしますので、差

し引き市が負担する一般財源は106万150円となり

ます。 

 ３月定例議会一般質問におきまして、影響額を

52万円と答弁させていただきましたが、これは本

来用いるべき基準額５万1,000円のところを２万
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5,500円をもとに0.05で落ちて、影響額を計算し

てしまったため、影響額が約半分になってしまっ

たものです。おわびし、訂正させていただきます。 

 軽減措置の内容は、平成28年においても、平成

27年度と同様に、第１段階のみが対象ですが、平

成29年度からは消費税の増税に合わせて軽減措置

が拡大される予定です。第１段階の軽減措置が

0.05から0.2に拡大され、新たに第２段階の方の

0.25、第３段階の方の軽減0.05も始まります。金

額としましては、第１段階が１万5,300円に、第

２段階が２万2,900円に、第３段階が３万3,100円

にそれぞれ減額される予定です。このため、平成

29年度は軽減額が2,800万円を超え、急増する予

定となります。 

 ３年間の軽減額の総額は3,658万1,000円となり

ます。このうち、知立市が一般財源で負担するの

は、４分の１の914万5,250円となります。 

 資料の説明は以上です。 

○高木委員 

 先回いただきました資料をまた細かくしていた

だきまして、数字がきちんと出していただきまし

てありがとうございます。 

 今回ですけれども、消費税に伴うということな

んですけれども、低所得の方ということで、３段

階なんですけども、それ以外のところで、消費税

に対するということはありますでしょうか。そう

いうことは、まだ全然ないんでしょうか。消費税

に伴うもので、またちょっと下げようかというよ

うな話はありますでしょうか。 

○長寿介護課長 

 今のところ、そのような情報を得てはおりませ

ん。 

○高木委員 

 知立市のほうの介護保険の基準というのに合わ

せて、政令よりも高くしている部分が12段階のう

ち10、11、12というところに関しましては、標準

より高くなっておりますので、今後、そのような

見直しをされるということはないのか。３年間は

このままでいって、この次の段階では、第７次に

なると、また変わっていくのかということは、そ

の辺はどのような考えでしょうか。 

○長寿介護課長 

 介護保険は共助のシステムでできておりますの

で、５万1,000円を全員が同じ額で払っていただ

くと、一つの制度が成り立つという形になってお

りますので、どこかにめり張りをつける必要があ

るということで、今回、知立市の考え方として、

低所得の方にその配分を緩くしてありまして、そ

の分を高所得の方が負担していただいているよう

な形となっておりますので、この形について変更

する予定はございません。 

○高木委員 

 今回は変更する予定はありませんけども、次回

のときには、やはり市民の所得に合わせてという

か、介護保険料の見直しを国のほうの示すものと、

またどちらが収入が多くなるとか、いろんなこと

があるとは思いますけれども、やはり生活しやす

いまち、第７期では、知立市はこんなにも、こう

いう保険のところでいいんだなということをアピ

ールしていただくと、人口がふえるのではないか

なというふうに思うんですけれども、その辺のと

ころはいかがですか、市長。 

○林市長 

 今、担当が申し上げましたように、この出し方

は、保険料基準額年額５万1,000円という基準に

して、そして歳入歳出をこうしてあわせているわ

けであります。そうすると、やはり一定、今回は

第３段階までの軽減をさせていただく。そうする

と、どこかでその分を補う。この５万1,000円を

どういうふうに、これをもうちょっと下げれば、

全体が、そうすると歳出のほうが、やはり難しい

話でありまして、先ほど人口の話をされた、また

人口については、そういった高木委員のおっしゃ

ることもあるんですけど、またいろんな視点で人

口増については考えていかなければいけないと思

っております。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 少しだけ聞かせてください。 
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 まず、従来、一般会計からの繰り入れについて

は、国はかたく保険料を引き下げるための一般会

計繰り入れについては禁止だというふうに言って

きたというふうに理解しておりますけれども、そ

のようでよろしいですか。 

○長寿介護課長 

 そのように理解しております。 

○佐藤委員 

 それで、第６期において、低所得の方たちにつ

いて、保険料の一般会計からの繰り入れでもって

引き下げるということについて、なぜこういう形

になったのかということですけども、この点はど

うでしょうか。 

○長寿介護課長 

 介護保険のシステムは共助のシステムですので、

そのままずっと共助をほっておくと、保険料がど

んどん上がっていきますので、低所得者の方には

配慮する必要がある、国の義務として配慮したと

いうことだというふうに考えております。 

○佐藤委員 

 被保険者の方が、要介護の方たちもふえるし、

サービスの給付も伸びていくと。そういう中で、

おのずと保険料が上がっていくという形になって

るわけですけれど、今回、初めて一般会計の中で

こういうふうにしたわけですよね、一般会計を繰

り入れると。しかし、もう一方を考えると、介護

保険会計の中に、国がもっと、今負担割合がそれ

ぞれありますけれども、国は調整交付金を入れて

30％という中身でありますけれども、ここの部分

をもっとふやすという考え方もあったというふう

に思いますけれども、なぜ今回、そうした方式じ

ゃなくて、外づけの一般会計繰り入れという形に

なったのか。この辺はどうでしょうか。 

○長寿介護課長 

 その辺のところ、ちょっと私、国の考え方でよ

くわかっておりませんが、どちらにしても、今回

は消費税が上がらなかったことで制度は変わって

いないわけですが、ちょっとその辺はわからない

です、どちらがいいのか。 

○佐藤委員 

 それで今回、平成、第６期のスタートから消費

税を財源としてと、国の言い分をかりればですね、

10％まで引き上げて、既定方針どおり、0.5のと

ころを0.2、それから0.7を0.25、それぞれ引き下

げるということでありましたけれども、今回、消

費税の引き上げが先送りされたということで、こ

うした結果になりました。同時に、平成29年度か

らは10％を前提にして、こうした軽減措置をやる

というふうに理解をしていますけれども、一方で

は、低所得の方たちの負担が重いということで、

保険料軽減を図りながら、その財源が消費税とい

う形になりまして、これまた逆進性の問題で、大

変重たい負担になるという、ここの二律背反した

問題が、数字の上では確かに減額されるんだけど

も、こうした方たちが10％になることを通じて、

低所得の方たちに年間１万円でしたか、給付金が

ありましたけれども、これもずっとやられるわけ

じゃないわけですのでね。10％のときもそういう

ことがあろうかと思うけども、財源的には消費税

だと言うものの、相反するやり方じゃないかなと

いうことを私は思うんですけども、その辺の認識

だけ。どうでしょうか。 

○長寿介護課長 

 そうですね、その辺の問題というのは、ちょっ

と私では答え切れない難しい問題だとは思うんで

すが、消費税のほうが10％に上がったときに、第

１段階、第２段階の方は、第５期の保険料よりも

下がってくる、安くなるというような事実もあり

ますので、その辺は税との、社会保障の一体改革

の中で考えていくことなのかなというふうには考

えております。 

○佐藤委員 

 ここでそのことをどうのこうのということでは

ないですけども、私自身は、そうした点があるん

じゃないかなというふうに思ったわけです。 

 それで、もう１点、保険料については、こうし

た形でやられていくということですけども、いず

れにしても、低所得の方を含めて、大変負担が重

たいということで、今回の措置になりました。 

 それで、これは保険料の軽減のための条例では
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ありますけれども、一方で、利用料についても、

兼ねてから知立市独自の軽減措置があるわけです

けども、あの問題についても、検討を、約束を、

預金要件等を含めて、してきたかというふうに思

いますけども、その検討はどうされましたでしょ

うか。 

○長寿介護課長 

 これにつきましては、３月定例会で保険健康部

長のほうが変更していくというふうに言われたと

いうふうに私は思っておりまして、前任からも、

それは変更していくようにということで聞いてお

りますので、今年度中に条例改正をし、予算を要

求し、平成28年度からそのような形、変更した形

で進めていきたいというふうに考えております。 

○佐藤委員 

 そうすると、今、検討を始めておられて、来年

度に向けて条例改正をしていくということでしょ

うか。どうでしょうか。 

○長寿介護課長 

 申しわけありません。条例ではなくて、要綱の

改正ですが、要綱を改正して、平成28年度から実

施していけるよう要求していきたいというふうに

考えております。 

○佐藤委員 

 その中身について、今、検討されている内容に

ついて、わかっておれば教えてください。現在の

制度と、それから検討されている中身はどのよう

なものになるのか。そこはどうでしょう。 

○長寿介護課長 

 現行制度、預貯金の合計が独居で200万円、２

人以上の世帯は50万円ずつプラスするということ

で、２人世帯だと250万円というような形になっ

ておるわけですが、もう一方で、社会福祉法人等

による利用者負担の軽減制度というのがございま

して、そちらのほうが単身世帯で350万円、世帯

員が１人ふえるごとに100万円を加算するという

ふうになっておりますので、そちらのほうの制度

に合わせていただいて、そのような形にしていき

たいというふうに考えております。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に自由討議に入ります。 

 本件に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第38号について、挙手により採決します。 

 議案第38号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって議案第38号 知立市

介護保険条例の一部を改正する条例の件は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で本委員会に付託されました案件の審査は

終了しました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては正副委員長に御一任願いたいと思います

が、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で市民福祉委員会を閉会します。 

閉会 午前10時15分 

――――――――――――――――――――――― 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証す

るためにここに署名する。 

 

 平成   年   月   日 

  知立市議会市民福祉委員会 

     委員長 


